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学術論文の著作権

－情報科学技術協会著作権問題委員会における議論－ 

時 実 象 一＊ 

 
 情報科学技術協会の会誌において，ある著者が著作権譲渡を拒む事件が発生した。これをきっかけとして，同会の著作権問題委員会は学

術著作権の動向を調査し，同会の会誌における著作権処理についての勧告をまとめることになった。国際的には著作物の自由利用の動きや，

著作権譲渡に替わる方式の提案などがある。これらについて解説し，委員会の勧告についても説明する。 
キーワード：学術著作権，著作権譲渡，出版ライセンス，GNU, Creative Commons, Science Commons, Wikipedia，自由利用マーク，オー

プンアクセス，BioMed Central, PLoS, Nature，機関リポジトリ 

 

1．はじめに 

 2005 年 8 月に，情報科学技術協会会誌である『情報の

科学と技術』の執筆者 T 氏より，10 月号掲載予定の同氏

執筆の依頼原稿について，著作権の当協会への譲渡の拒否

と所属大学の機関リポジトリーへの搭載済みの連絡があっ

た。これに対し，情報科学技術協会は，原稿依頼の段階で

著作権の当協会への譲渡は承諾済みと考えている旨通告し

たが，合意に至らなかった。会誌 10 月号発行に当たって

は，同氏原稿の掲載中止も検討したが，結局，編集上の都

合から当該原稿を奥付の後に置き，正規の記事とみなさな

い措置を取った。本件は，対外的には，T 氏の契約違反と

して処理することになったが，中長期的に考えると，会誌

原稿の著作権の扱いにとって重要な問題を投げかけられた

結果となった。仮に，今後大半の掲載記事で著作権の譲渡

を受けられない事態になると，権利処理団体／著作権管理

事業者との契約その他も空文化する恐れがある。そうした

事態を受けて，同協会著作権問題委員会に今後の会誌の著

作権所有のあり方についての答申が要請された。 
 著作権問題委員会ではこれを受けて，学術著作権の現状

を調査して報告した。この調査結果は協会外にも有用と思

われるので，ここでまとめて報告することとしたい。また

議論の結果としての委員会の提言についても説明したい。 

2．学術論文の著作権の歴史 

 著作権という概念はもともと近年の科学技術医学分野の

学術雑誌には存在しなかったといってよい。この分野では，

(1)学術文献は研究における発見や開発の成果を他の研究

者に明確に伝えるための手段であり，その文献そのものの

著作物としての価値は問題にされなかったこと，また(2)
できるだけ多数の同僚の研究者に読んでもらい，自分の業

績として正しく評価してもらうことが論文発行の目的であ

り，そのために費用は払いこそすれ著作権料などの見返り

は考えてもみなかったと考えられる。 
 そもそも学術論文に書かれた科学的事実は，著作権の関

知することではなく，また実験結果の記述などは，誰が書

いても同じような記述になると考えられることから創作性

があるとは認められない。この点については，たとえば，

2005 年 4 月 28 日に大阪高等裁判所における著作者人格権

に関する訴え（指導教授が原告の著作物を複製，翻案して

論文を発表したのは著作者人格権侵害であるとの訴え）に

たいする判決において明確にされている1)。このように，学

術論文と文芸的な意味での著作権とは必ずしもなじまない

ところがある。 
 しかし，1970 年代に乾式複写機が出現して学術文献の複

写が容易になり，また 1980 年代にオンライン検索が普及

したことにより，図書館購読誌以外の文献の複写が急激に

増大し，出版社としては著作権収入に注目することになる。

そして出版社が著作権管理を容易におこなえるように，著

者からの著作権譲渡をおこなうことがはじまった。わが国

の学協会でも，次第に著作権譲渡を投稿規程に明文化する

ようになった2-3)。 
 米国の 1976 年の著作権法においては著作権は登録方式

であり，学術文献については出版社が著者に代わって登録

をおこなっていたとのことである。しかし，ベルヌ条約 4)

に準拠するための 1989 年の改正により無登録方式（発生

主義）に変更された5)。すなわち著作物が創作された時点で

自動的に著作者に権利が発生するという方式で，わが国を

含め現在の国際的な標準である。このことにより，出版社

が著者から強制的に著作権の譲渡を受けない限り自動的に

著者に著作権が残るので，出版社としてはビジネスが困難

となる事態となり，著作権譲渡方式は一層普及したと考え

られる。 
 なおこの 1989 年の改正において，米国政府の職員の著

作物はパブリックドメインのものであり，著作権は主張し

ないとされている。これに対応するため，著作権譲渡では

＊ときざね そういち 愛知大学文学部 
〒441-8522 愛知県豊橋市町畑町 1-1 
Tel.0532-48-0111         （原稿受領 2006.3.20）



情報の科学と技術 56 巻 6 号（2006） ― 283 ― 

なく，出版ライセンス方式が提案された6)ことは注目に値す

る。実際には，これら政府職員の著作物については単に著

作権なしとして取り扱われていることが多い。ただし著作

権がないからといって，それら著作物がオープンアクセス

になっているわけではない。 
 その後電子ジャーナルの時代になり，出版社による著作

権管理，そしてそれに基づく複製の管理は一層重要になっ

た。たとえば，わが国では，電子ジャーナルによる公開は

「公衆送信権」にあたり，著作権権利者による許諾が必要で

ある。こうしたことから，これまで投稿規程に著作権譲渡

を明記していなかった学会もしだいに明記するようになっ

た。科学技術振興機構が運営する科学技術情報発信・流通

総合システム（J-STAGE）では，2005 年から過去に発行

された科学技術論文を電子化する「電子アーカイブ事業」

を開始したが 7)，この際は過去の論文の著作権の集約が必

要となる（著作権の有効期限未満の場合）。そこで参加学会

では，Web などに告知をして著作権譲渡の承諾の手続きを

おこなっている8)。 
 人文科学・社会科学のように，文章そのものが学術的お

よび著作的価値を持つ分野ではおのずから異なっており，

著作権譲渡という習慣も商業出版社など一部にとどまって

いる。また，わが国では小説など文芸世界では，雑誌ある

いは単行本の出版にあたっての著作権譲渡はほとんどあり

えず，いわゆる出版許諾契約9)がおこなわれている。した

がって，出版社への著作権譲渡は，科学技術医学の学術出

版に限られた，極めて特殊な現象であるということもでき

る。 

3．著作権譲渡に関する意見 

 出版社は著作権譲渡が次のように著者の利益になると主

張している。たとえば，Science 誌の編集長であった Floyd 
E. Bloom は，出版社は著者のために高品質の論文を出版す

るため多くの努力と多額の費用をかけており，当然著作権

を譲渡される権利があると述べている10)。また多くの出版

社の著作権譲渡の説明では，出版社が著作権を管理するこ

とにより，不正な利用にたいして効果的に対処できるとし

ている11)。 
 一方，オープンアクセス／機関リポジトリの推進者は早

くから著作権譲渡に疑問を唱えていた12-13)。オープンアク

セスとともに普及し始めた機関リポジトリにおいては，著

者が自分の論文の原稿をリポジトリに搭載することになる

が，著作権を譲渡している場合は著作権を持っている出版

社の許諾が必要となってくる。後述のように，すでに多く

の出版社が特別な申請なしに許諾する旨投稿規程などに明

記しているが，そうでない出版社もある。その場合は煩雑

な手続きが必要な上，場合によっては許諾が得られないこ

ともありうる。 
 学術論文の著作権に関しては，英国 JISC が助成した調

査報告14-19)があるが，ここでは出版社，著者，図書館など

関係者の意見の詳細な報告があり，興味深い。 

4．学術著作権にかかわる新しい動き 

 最近学術著作権についてはさまざまな動きが見られる。

これらについて以下に紹介する。 
 
4.1 GNU フリー文書利用許諾契約書 
 GNU はもともと UNIX 関連のフリーソフトウェア開発

のプロジェクトで，その開発したソフトウェアを自由に流

通させるために「GNU 一般公衆利用許諾契約書｣20)が生ま

れた。これに付随して，ソフトウェアのマニュアルを自由

に流通させるための「GNU フリー文書利用許諾契約書

（GNU Free Documentation License: GNU FDL）」21)があ

る。そのポイントは，指定された「変更不可部分」を除い

て，利用者は改変を含めて文書を自由に利用できる（つま

りフリー文書となる）というものである。ただしその派生

文書には同じ GNU 契約が適用される。これは Wikipedia
の文書のライセンス22)に採用されたことで広く知られるよ

うになった。 

 
4.2 Creative Commons 
 スタンフォード大学法律大学院の教授 Lawrence Lessig 
は，2001 年に Creative Commons という団体を結成し，

著作者が自発的に著作物の自由使用を認める仕組みを開発

した23)。Lessig によれば，紙の時代には著作物の利用はほ

とんど自由であったが，デジタルの時代になって，逆にほ

とんどの場合許諾が必要となってしまった。許諾でがんじ

がらめになっては文化の発展はない。そこで新しい仕組み

が必要となったと説明している。 
 著作権を放棄した著作物は「パブリックドメイン」にあ

るとされるが，Creative Commons ではこれと異なり，著

作権を放棄することなく自由な利用を許すことを目的とし

ている。 
 Creative Commons では，許諾条件はモジュール化され，

それぞれのモジュールは「人のための層」「法律家のための

層」「コンピュータのための層」の 3 層からなっている。「人

図 1 GNU のロゴ 
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のための層」とは利用者向けにライセンスの内容をわかり

やすく書いたテキストであり，「法律家のための層」はその

内容を法律的に厳密に記述したテキストである。「コン

ピュータのための層」とはライセンスの内容を XML の

RDF で記述し，コンピュータがライセンス内容を理解でき

るようにしたものである。 
 また許諾条件のモジュールには表 1 の 4 種類がある。

Creative Commons のライセンスはこれらのモジュール

の組み合わせからなる。なお「帰属」ライセンスはすべて

の場合に適用される。「帰属」があるところが，パブリック

ドメインとの違いである。Creative Commons のライセン

スは後述のように主要なオープンアクセス雑誌が採用して

いる。 
 

表 1 Creative Commons のライセンス・モジュール 

 なお Creative Commons の下部組織として Science 
Commons24)があるが，こちらはオープンアクセスを支持

するとともに，研究ツールの利用促進のための「研究ライ

センス」の実現に注力している。 
 
4.3 自由利用マーク 
 自由利用マークは，著作物の自由な利用を促進するため

に文化庁が提案したもので，著作者が，自分の著作物を他

人に自由に使ってもらってよいと考える場合に，その意思

をマークで表示するものである25)。表 2 のような 3 種類が

ある。 
 現状ではこのマークは事実上，障害者利用，学校教育で

の利用を推進する効果を果たしているものと見られる。 
 
4.4 オープンアクセス雑誌の著作権処理 
 オープンアクセスを目的として活動している出版社，た

とえば BioMed Central（BMC）や Public Library of 
Science（PLoS）では，著作権は著者に帰属するとして譲

渡を要求せず，さらに著作物の自由な流通と利用を促進す

る自由利用の立場を取っている。たとえば，BMC の

「BioMed Centralオープンアクセス・ライセンス契約書｣26)

では，前記 Creative Commons の「帰属（Attribution）」
ライセンスを採用している。すなわち，BMC に掲載され

た論文は，原著作者名が明記され，ライセンス条件（帰属）

が明示されれば，複写，配布，公表，派生的著作物の作成，

商業的利用が許される。PLoS も同様である 27)。科学技術

論文においては研究データには著作権はないとみなされ，

出典を明記すればデータについては自由に引用できるのが

これまでの慣行である。しかし，論文内の図表・写真など

については，出版社に転載の許諾を得なければ利用できな

かった。オープンアクセス雑誌では，これらを含めて自由

化したことおよび商業利用も認めていることは，これまで

との大きな違いである。 
 
4.5 出版ライセンス方式 
 現在多くの学術出版社は著者に著作権譲渡を求めている

が，譲渡を求めず出版ライセンスで論文出版をおこなって

いる出版社もある。出版社の著作権とリポジトリに関する

方針を調査した SHARPA/ROMEO の表28)では，79 社が著

作権譲渡を要求している一方，15 社がライセンス方式を採

用していた。ライセンス方式を採用している著名出版社と

しては英国王立化学会（Royal Society of Chemistry: RSC）
29)と Nature Publishing Group（NPG）30)がある。RSC は

すでに 10 年以上ライセンス方式を採用してきたが，NPG
は議論の末 2005 年 1 月よりこの方式に転換したことに注

目したい。 
 NPG のライセンス 31)によれば，著者は NPG に， 
① 現存するまたは将来に出現するあらゆる形式およびメ

ディア（印刷，デジタル，電子的形式に限ることなく）

による世界中における出版，複製，頒布，公表，保存 
② 他の言語への翻訳，翻案，要約，抽出，その論文を基

にした派生的著作物の作成とそれに対する権利 
の排他的ライセンスを与える。 
 一方著者は著作権を保有し，複製や抽出物を作成すると

きは雑誌の出典を明記することを条件に， 
1) 印刷体による著者自身の著作（本または学位論文）への

転載 
2) 所属する教育機関における，授業のための複製 
3) 冊子体雑誌発行の 6 ヵ月後，著者自身の Web サイト，

記号 モジュール名 日本語訳 意味 
 Attribution 帰属 利用者は原著作者のクレジッ

ト（出典）を表示する 

 Noncommerc
ial 

非営利 営利目的での利用を禁止 

 No 
Derivative 
Works 

派生禁止 作品の改変・変形・加工の禁止

 Share Alike 同一条件
許諾 

改変・変形・加工した場合，そ
の結果の作品は同一条件での
み頒布可能 

   

 「プリントアウ
ト・コピー・無
料配布」OK 

「プリントアウト」「コピー」「無
料配布」のみを認める 
変更，改変，加工，切除，部分
利用，要約，翻訳，変形，脚色，
翻案などは含まれない 

 「障害者のため
の非営利目的
利用」OK 

障害者が使うことを目的とする
場合に限り，コピー，送信，配
布など，あらゆる非営利目的利
用を認める 
変更，改変，加工，切除，部分
利用，要約，翻訳，変形，脚色，
翻案なども含まれる 

 「学校教育のた
めの非営利目
的利用」OK 

学校の様々な活動で使うことを
目的とする場合に限り，コピー，
送信，配布など，あらゆる非営
利目的利用を認める 
変更，改変，加工，切除，部分
利用，要約，翻訳，変形，脚色，
翻案なども含まれる 

表 2 自由利用マーク 
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もしくは機関リポジトリに採択された最終原稿（Word
または TeX で）を搭載（ただし，出版社 Web サイトへ

のリンクが必要） 
4) 他の著作自身の著作内で，当該著作で作成した図表を再

利用すること 
ができるとなっている。 

4.6 機関リポジトリにおける出版社の搭載許諾 
 前項 NPG のライセンスにも記載されているように，近

年著者が雑誌に採択された最終原稿等を所属する大学など

の機関リポジトリ32-34)に搭載する場合が増えてきた。多く

の場合これらの論文の著作権は出版者に譲渡されているの

で，リポジトリに搭載するには出版者の許諾を得ることが

必要である。前述の SHERPA/ROMEO の調査28)より，リ

ポジトリ搭載を許諾するかどうかについての出版社の方針

をまとめると，表 3 のようになる。ここで許諾するとなっ

ている場合は，通常個別の申請は不要である。 
 

表 3 機関リポジトリに対する出版者の方針28) 

方針 審査中の論文 採択された論文

許諾する 67 88 
許諾しない 42 31 

 

 このように，すでに多くの出版者が採択された最終原稿

を機関リポジトリに搭載してよいとの態度を取っている。

これらには Elsevier など主要な商業出版者も含まれてい

るので，学術出版界の大勢と考えてよい。ただし，一定期

間（6-12 ヵ月）後に搭載との条件をつけている場合も多い。

また最終原稿でなく，出版された PDF を搭載してもよい

という出版者もある。一方機関リポジトリへの搭載を許可

していない出版者には米国化学会などがある。 

5．情報科学技術協会著作権問題委員会の議論とま

とめ 

 以上見てきたように，学術出版における著作権の考え方

は大きな転機にさしかかっていると考えられる。情報科学

技術協会は科学研究論文の出版をおこなっているわけでは

ないが，学術出版の利用者を会員として多く抱えているこ

とも踏まえ，また学術情報の流通を促進することをひとつ

の使命としている立場から，このような動きに大きな関心

を持っている。また会誌『情報の科学と技術』の原稿の多

くは依頼原稿であり，投稿原稿よりも一層著者の権利を尊

重べきであるとも考えられる。 
 そこで著作権問題委員会としては，議論の末，以下のよ

うな暫定的な考え方を示した。 
1) 会誌の著作権処理については，それによって得られる収

入が経営に貢献するほどのものになるとは，現時点では

考えられないので，議論すべきは，刊行からオンライン

公開までのタイムスパンをどの程度にするかの問題と

捉えるべきであろう。半年から 1 年程度の猶予期間（提

供禁止期間）を設けるのが現実的であろう。 
2) 実際の会誌の著作権処理方式としては，セルフアーカイ

ビングの進展，特に著者の所属する研究機関における機

関リポジトリの整備などを考えると，ライセンス方式の

方が実現性が高いであろう。また，オープンアクセスに

ついての世の中の議論の動向を注視する必要がある。 
3) いずれにせよ，情報学あるいはドキュメンテーションの

分野は，世の中において決してメジャーではないので，

将来的には会誌のオープンアクセス化を志向して，この

分野の知見や手法が，社会の共有財産となるように努力

するべきであろう。 
4) NII 等との契約条件については，当協会の経営判断の問

題として，価格（無料も含めて），公開時期等を定める

べきである。 
5) 当協会として，編集権を考慮した上で，依頼原稿に関す

る事務手続きを整備するとともに，上記のような新しい

動きに対応して，投稿規定を見直すべきである。投稿規

定そのものの作成は，会誌編集委員会等の検討にゆだね

る。 
 
 なお，著作権問題委員会のメンバーは以下の通りである。 
 担当理事 時実 象一 
 委員長  山崎 久道 
 委員   権藤 卓也 
      名和 小太郎 
      藤田 節子 
      三浦 勲 

6．終わりに 

 学術論文の著作権の帰属については，わが国では深く議

論されることは少なかった。学術著作権といえば，複写権

問題が先行し，図書館で著作物をいかに自由に利用できる

ようにすることができるかが中心的課題であった。また出

版者側においても，電子ジャーナルの公衆送信権などの関

係で，とにかく著作権の譲渡を受けることが先決との考え

が先行し，著者の権利については考えが及ばなかったうら

みがある。欧米における著作権の本質に立ち戻った議論と，

オープンアクセスとそれにともなう機関リポジトリの展開

により，より深い著作権の議論が始まったことは喜ばしい。

情報科学技術協会として，このような議論の先導的な役割

を果たすことが望まれる。 
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